
本県では、在宅の強度行動障がい児者に係る支援体制構築事業を実施。スキームは以下のとおり。

（鳥取県）令和５年度発達障害児者地域生活支援モデル事業報告会

本事業における県の取組
▶支援協議会の枠組み構築
▶エールに専任の会計年度職員２名配置
▶支援事業者へのアウトリーチ支援の経費補助
▶指導者へのアドバイザー対応の謝金
▶法定サービスの手前の支援（体験利用等）の経費補助
▶専門研修の受講支援（受講奨励金）

支援協議会
県（障がい福祉課・
子ども発達支援課）

（役割）
各圏域での取組の共有や、全体調整等を担う。
年２，３回程度開催。

市町村

県発達障がい者
支援センター

支援ワーキンググループ（WG）

対象者・家族

支援事業者 指導者（例：厚生事業団）

在宅に入り、環境調整を実施
支援に同行・アドバイスを実施

（役割）
個別ケースにおける支援状況の確認、在宅支援の調整、
将来的なサービス利用に向けた調整等を担う。
月１回程度開催（対象者ごと）。

基幹相談

入所施設等
※必要に応じて

対象者・家族への支援

0

自閉症協会

専門家
特別支援学校



の流れイメージ

（鳥取県）令和５年度発達障害児者地域生活支援モデル事業報告会

０ 対象者調査

１ 対象者の選定、事業所の選定

２ 対象者・家族へのコンタクト、支援の提案

３ WGを開催

４ 必要に応じて障害福祉サービス等の支給決定

５ 対象者を訪問し、支援を実施

６ 課題行動の低減、継続的なサービス利用

支援WG

各市町村等で把握している、在宅の強度行動障がいのある方で、安定的なサービスができていない方を抽出する。

抽出できた方のうち、特に優先度の高い方を支援対象者として選定。（選定にあたっては専門家の助言も参照）
実際の支援を行っていただく事業所についても選定。

※普段から対象者とやりとりのある支援者があれば、そちらにも協力を依頼

市町村

県発達障がい者
支援センター 支援事業者 指導者

県発達障がい者
支援センター 市町村 基幹相談

以降、
月１回程度WGを
開催しながら

を繰り返し、
の状態を目指す

５

６
３ ４ ５

この他必要に応じて
専門家、関係機関も
出席

WGの開催調整・進行

指導者の同行調整

1

市町村 基幹相談

市町村 基幹相談 支援事業者

WGの中で、状況報告や今後の支援方針についての意見出しを行う

県発達障がい者
支援センター 市町村 基幹相談 支援事業者 指導者 特別支援学校
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